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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のエレベータ号機と、
　将来の交通需要を示す交通需要予測情報に基づいて、複数のエレベータ利用者に対して
、前記複数のエレベータ号機から、乗車階に配車する号機を割り当てる群管理制御装置と
、
を備える群管理エレベータ装置において、
　前記交通需要予測情報は、前記複数のエレベータ利用者の行動パターンを示す行動パタ
ーンテーブルに基づいて作成され、
　前記複数のエレベータ利用者の利用状況に関する利用情報と前記群管理制御装置から送
信される運行情報とに基づいて、前記エレベータ利用者の前記行動パターンテーブルを作
成および更新するとともに、前記行動パターンテーブルを記憶する利用者情報作成部と、
　過去の乗り場混雑状況を示すマッチング用学習パターンを作成して記憶する乗り場混雑
状況学習パターン作成・記憶部と、
　前記行動パターンテーブルに基づいて、将来の乗り場混雑状況パターンを予測する乗り
場混雑状況予測部と、
　前記乗り場混雑状況学習パターン作成・記憶部が記憶する前記マッチング用学習パター
ンから前記将来の乗り場混雑状況に近似する前記マッチング用学習パターンを選択して、
選択された前記マッチング用学習パターンに基づいて前記交通需要予測情報を作成し、作
成された前記交通需要予測情報を前記群管理制御装置へ送信する学習パターン選択部と、
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を備えることを特徴とする群管理エレベータ装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の群管理エレベータ装置において、
　前記乗り場混雑状況学習パターン作成・記憶部は、前記行動パターンテーブルと前記運
行情報とに基づいて前記過去の乗り場混雑状況を示す前記マッチング用学習パターンを作
成することを特徴とする群管理エレベータ装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の群管理エレベータ装置において、
　前記乗り場混雑状況予測部は、前記複数のエレベータ利用者を検出するビル館内検出装
置からの検出信号に応じて、前記利用者情報作成部が記憶する前記行動パターンテーブル
を取り込み、取り込んだ前記行動パターンテーブルに基づいて、前記将来の乗り場混雑状
況パターンを予測することを特徴とする群管理エレベータ装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の群管理エレベータ装置において、
　前記利用者情報作成部は、乗りかご内に設置され前記複数のエレベータ利用者を検出す
るビル館内検出装置からの検出信号に応じて、前記行動パターンテーブルを更新すること
を特徴とする群管理エレベータ装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の群管理エレベータ装置において、
　前記行動パターンテーブルは、前記利用情報として前記エレベータ利用者の行き先階を
含み、前記運行情報として乗り場待ち人数を含むことを特徴とする群管理エレベータ装置
。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の群管理エレベータ装置において、
　前記マッチング用学習パターンは、乗り場待ち人数パターンを含むことを特徴とする群
管理エレベータ装置。
【請求項７】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の群管理エレベータ装置において、
　前記マッチング用学習パターンは、行き先階別の乗り場待ち人数を含むことを特徴とす
る群管理エレベータ装置。
【請求項８】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の群管理エレベータ装置において、
　前記将来の乗り場混雑状況パターンは、乗り場待ち人数パターンを含むことを特徴とす
る群管理エレベータ装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の群管理エレベータ装置において、
　さらに、前記複数のエレベータ利用者を検出する複数のビル館内検出装置間の前記複数
のエレベータ利用者の移動時間に基づいて、逸脱行動の発生を判定する逸脱行動発生判定
部を備え、
　前記乗り場混雑状況予測部は、前記逸脱行動発生判定部が、前記逸脱行動が発生してい
ると判定した場合、前記行動パターンテーブルに格納されるデータの内、前記逸脱行動を
とるエレベータ利用者のデータを用いずに前記将来の乗り場混雑状況パターンを予測する
ことを特徴とする群管理エレベータ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数台の号機を群管理制御する群管理エレベータ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　群管理エレベータ装置においては、ホール呼びに対して、複数台の号機から最適な号機
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が群管理制御装置によって割り当てられ、割り当てられたエレベータ号機の乗りかごが、
ホール呼びが作成された階床に配車される。群管理制御装置は、時々刻々と変化するビル
利用状況のもとで最適な号機を割り当てるため、交通需要を予測する機能を備える。エレ
ベータの交通需要を予測する技術として、特許文献１および特許文献２に記載の従来技術
が知られている。
【０００３】
　特許文献１に記載の技術においては、予め定められた周期毎に、エレベータの上昇下降
別に各階床の乗降人数を算出し、算出された乗降人数より各階床の滞在人数を算出する。
さらに、階床毎に、待ち客発生人数を予測する時点から所定の期間遡る間の乗降人数と、
待ち客発生人数を予測する時点における滞在人数とから、上昇下降別に乗り場における待
ち客発生数を予測する。
【０００４】
　特許文献２に記載の技術においては、個人認証によって取得される個人ＩＤ（identifi
cation）や個人ＩＤに対応づけられた個人属性に基づいて個人の乗降に係わる個人乗降デ
ータを生成し、生成した個人乗降データにより個人の各階床での滞在時間を検出する。さ
らに、個人乗降データと滞在時間とから、個人がエレベータを利用する利用確率を求め、
すべてのエレベータ利用者の利用確率から、エレベータの上昇下降別に各階床における待
ち客発生数を予測する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－３３５８９３号公報
【特許文献２】特開２０１０－６６１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来技術では、ビル内の各要所に設置したセンサなどにより、各個
人の滞在時間を記録し、乗り場待ち客数を予測しているが、滞在時間のみでは、普段と違
う行動を取った場合に、誤ったデータとして活用されてしまう。また、時刻で利用状況を
記録した場合、雨の日や電車が遅延した場合などの突発的な変化に対応できない。
【０００７】
　そこで、本発明は、信頼性の高い交通需要予測情報に基づいて群管理制御される群管理
エレベータ装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明による群管理エレベータ装置は、複数のエレベータ
号機と、将来の交通需要を示す交通需要予測情報に基づいて、複数のエレベータ利用者に
対して、複数のエレベータ号機から、乗車階に配車する号機を割り当てる群管理制御装置
と、を備えるものであって、交通需要予測情報は、複数のエレベータ利用者の行動パター
ンを示す行動パターンテーブルに基づいて作成され、複数のエレベータ利用者の利用状況
に関する利用情報と群管理制御装置から送信される運行情報とに基づいて、エレベータ利
用者の行動パターンテーブルを作成および更新するとともに、行動パターンテーブルを記
憶する利用者情報作成部と、過去の乗り場混雑状況を示すマッチング用学習パターンを作
成して記憶する乗り場混雑状況学習パターン作成・記憶部と、行動パターンテーブルに基
づいて、将来の乗り場混雑状況パターンを予測する乗り場混雑状況予測部と、乗り場混雑
状況学習パターン作成・記憶部が記憶するマッチング用学習パターンから将来の乗り場混
雑状況に近似するマッチング用学習パターンを選択して、選択されたマッチング用学習パ
ターンに基づいて交通需要予測情報を作成し、作成された交通需要予測情報を群管理制御
装置へ送信する学習パターン選択部と、を備える。
【発明の効果】
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【０００９】
　本発明によれば、交通需要予測情報が複数のエレベータ利用者の行動パターンを示す行
動パターンテーブルに基づいて作成されるので、交通需要予測情報の信頼性を向上するこ
とができる。
【００１０】
　上記した以外の課題、構成および効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる
。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施例１である群管理エレベータ装置の要部を示すブロック構成図であ
る。
【図２】ビル館内検出装置の設置例を示す乗り場近傍の平面図である。
【図３】利用者情報を格納した行動パターンテーブルを示す説明図である。
【図４】乗り場混雑状況学習パターン作成・記憶部における過去のマッチング用学習パタ
ーンを示す説明図である。
【図５】乗り場混雑状況予測パターンを示す説明図である。
【図６】図１に示した群管理エレベータ装置における混雑状況予測処理を示すフローチャ
ートである。
【図７】本発明の実施例２である群管理エレベータ装置における混雑状況予測処理を示す
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。各図において、参照番号が同一のも
のは同一の構成要件あるいは類似の機能を備えた構成要件を示している。
【実施例１】
【００１３】
　図１は、本発明の実施例１である群管理エレベータ装置の要部を示すブロック構成図で
ある。本実施例の群管理エレベータ装置は、オフィスビルなどの建物内に設置される。
【００１４】
　群管理エレベータ装置は、複数台のエレベータ号機（以下、単に「号機」と記す）１Ａ
～１Ｎと、各号機１Ａ～１Ｎをそれぞれ制御する号機制御装置２Ａ～２Ｎと、エレベータ
利用者（以下、単に「利用者」と記す）が所持するＩＤタグなどの個人識別情報媒体から
利用者の位置を検出する複数のビル館内検出装置３Ａ～３Ｎと、利用者に対して乗車号機
を知らせる報知装置４と、ビル館内検出装置３Ａ～３Ｎおよび報知装置４に接続され、近
い将来の乗り場混雑状況と最も類似する過去の学習パターンを抽出する利用状況予測装置
５と、利用状況予測装置５および号機制御装置２Ａ～２Ｎに関連する各種信号を取り込ん
で各号機１Ａ～１Ｎを群管理制御する群管理制御装置６とを備えている。
【００１５】
　利用状況予測装置５は、ビル館内検出装置３Ａ～３Ｎからの検出信号を取り込で利用者
を特定する個人検出部７と、ビル内での全利用者のエレベータ利用情報を管理する利用者
情報管理部８と、利用者情報管理部８から送信される、複数の利用者のエレベータ利用状
況に関する利用情報（図３の２６～２８参照）と群管理制御装置６から送信される現在の
運行情報（図３の２９～３３参照）、すなわち複数の利用者のエレベータ利用時における
運行情報を用いて各利用者の標準的な行動パターンテーブルを作成あるいは更新して記憶
する利用者情報作成部９と、利用者情報作成部９からの行動パターンテーブル（図３）に
基づいて近い将来の乗り場混雑状況パターンを予測する乗り場混雑状況予測部１０と、日
々収集した運行情報と利用者情報（行動パターンテーブル）に基づいて過去の乗り場混雑
状況を示すマッチング用学習パターンを作成し記憶する乗り場混雑状況学習パターン作成
・記憶部１１と、乗り場混雑状況予測部１０で予測した乗り場混雑状況パターンに最も近
似している過去のマッチング用学習パターンを乗り場混雑状況学習パターン作成・記憶部
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１１から選択して、選択された学習パターンに含まれる行き先階需要情報を交通需要予測
情報として群管理制御装置６に送信する学習パターン選択部１２と、報知装置４から号機
情報を与えるタイミングを計る乗車号機通知部１３とを有している。
【００１６】
　また群管理制御装置６は、受信した行き先階需要情報から制御パラメータを選択する制
御パラメータ選択部１４と、制御パラメータ選択部１４で選択された制御パラメータを用
いて最適な乗車号機を選択する乗車号機選択部１５と、各号機の運行情報を決定する運行
情報決定部１６とを有している。このような構成により、群管理制御装置６は、将来の交
通需要を示す交通需要予測情報に基づいて、利用者に対して、号機１Ａ～１Ｎから利用者
の乗車階の乗り場に配車する号機を選択して割り当てる。
【００１７】
　なお、利用状況予測装置５および群管理制御装置６は、図示しない演算処理装置、例え
ばマイクロコンピュータを備え、演算処理装置が、所定のプログラムを読み込んで実行す
ることにより各部（７～１６）として機能する。なお、演算処理装置は、複数個でも良い
し、１個でも良い。
【００１８】
　図２は、上述したビル館内検出装置３Ａ～３Ｎの設置例を示す乗り場近傍の平面図であ
る。
【００１９】
　利用者の乗車階であるロビー階には、エレベータ乗降口に至るビルの各出入口１７，１
８，１９が形成されており、各出入口１７～１９には、利用者がビルの各出入口に達した
ことを各利用者が所持している個人識別情報媒体から読み取って個人識別情報を検出する
ビル館内検出装置３Ａ～３Ｃがそれぞれ分散配置されている。各出入口１７～１９から入
った利用者がその後に乗降口へ行く前に通過する乗り場には、同様の構成のビル館内検出
装置３Ｄが配置されている。乗り場のビル館内検出装置３Ｄの手前には、受付を行うため
に同様の構成のビル館内検出装置３Ｅ，３Ｆが配置されている。また、ビル館内検出装置
３Ｄの近傍には、割当てられた号機情報を利用者に通知する報知装置４が配置されている
。
【００２０】
　またビル館内検出装置３Ｅ，３Ｆの手前にはコンビニ２０や自動販売機コーナー２１や
お手洗い２２や喫煙所２３などが設置されており、それぞれを利用した各利用者を検出す
るように同一構成のビル館内検出装置３Ｇ，３Ｈ，３Ｉ，３Ｊがそれぞれ配置されている
。またエレベータ各号機１Ａ～１Ｎの乗りかご内にも同一構成のビル館内検出装置３Ｋ，
３Ｌ，３Ｍがそれぞれ配置され、さらに、エレベータの近傍に併設される階段にも同一構
成のビル館内検出装置３Ｎが配置されている。
【００２１】
　本実施例においては、個人識別情報媒体として、ＲＦＩＤ（Radio Frequency Identifi
cation）などの無線ＩＤタグが用いられる。ＩＤタグとビル館内検出装置とが無線で通信
することにより、ＩＤタグに記録される個人情報が読み取られたり、ＩＤタグを所有する
利用者の位置が検出されたりする。
【００２２】
　なお、ビル館内検出装置３Ａ～３Ｎは、利用者のカメラ画像に基づいて、顔認証など、
生態的特徴量を検知する認証手段により、利用者が無線ＩＤタグなどの個人識別媒体を携
帯することなく、また意識してビル館内検出装置３Ａ～３Ｎに近づくことなく、利用者を
検出しても良い。
【００２３】
　次に、図１に示した群管理エレベータ装置における要部で実行される処理について説明
する。
【００２４】
　図１に示した利用者情報作成部９は、利用者情報管理部８からの利用情報と、群管理制
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御装置６の運行情報決定部１６を介して日々の運行情報を取り込み、標準的な行動パター
ンの値を利用者毎の行動パターンテーブルに利用者情報として格納して記憶している。
【００２５】
　図３は、利用者情報を格納した行動パターンテーブルを示す説明図である。
【００２６】
　図３の行動パターンテーブルは、図２に示したビル出入口１８，１９において検出され
た利用者２４，２５の標準的な行動パターンを示している。この行動パターンテーブルに
は、利用者毎に、移動経路２６と、在籍階（行き先階）２７、平均乗り場到着時間２８、
平均待ち時間２９、到着時の待ち客数３０、到着時と乗車時の間における最大待ち客数３
１、乗車時の待ち客数３２、長待ち遭遇率３３が含まれている。
【００２７】
　利用者２４の一般的な移動経路２６は、ビル出入口１８から入りビル館内検出装置３Ｂ
を通過して、受付のビル館内検出装置３Ｅを経て乗り場のビル館内検出装置３Ｄを通過す
るものであり、在籍階（行き先階）２７は「４階」である。また、利用者２４が乗り場に
到着する平均乗り場到着時間２８は「３０秒」で、平均待ち時間２９は「２０秒」、到着
時の待ち客数３０は「１０人」、最大待ち客数３１は「４０人」、乗車時の待ち客数３２
は「２０人」、そして長待ち遭遇率３３は「１０％」である。
【００２８】
　これに対して利用者２５の移動経路２６は、ビル出入口１９から入りビル館内検出装置
３Ｃを通過し、自動販売機コーナー２１のビル館内検出装置３Ｈを経てから受付のビル館
内検出装置３Ｆを通り、乗り場のビル館内検出装置３Ｄに至るものであり、在籍階（行き
先階）２７は「５階」である。また、利用者２５の平均乗り場到着時間２８は「６０秒」
で、平均待ち時間２９は「８０秒」、到着時の待ち客数３０は「４０人」、最大待ち客数
３１は「９０人」、乗車時の待ち客数３２は「７０人」、そして長待ち遭遇率３３は「８
０％」である。
【００２９】
　このような行動パターンテーブルから、出勤時における利用者２４には、ビル出入口１
８に到着後、何処にも寄らずにまっすぐに乗り場に向かっている行動パターンがあり、移
動が早いことから待ち客数が比較的少ないときのエレベータ利用となり、長待ち遭遇率も
低いことが分かる。一方、出勤時における利用者２５については、ビル出入口１９に到着
後、自動販売機コーナー２１を利用する行動パターンがあり、自動販売機コーナー２１で
少し休息時間をとるために混雑してしまい平均待ち時間も長くなり、長待ち遭遇率も高い
ことが分かる。
【００３０】
　図１に示した乗り場混雑状況学習パターン作成・記憶部１１は、群管理制御装置６の運
行情報決定部１６を介して日々収集した運行情報と、利用者情報作成部９で作成・記憶し
ている行動パターンテーブルに記録されたエレベータ利用情報（図３の２６～２８）とに
基づいて、混雑時間帯における所定の時間単位、ここではデータ長３００秒単位で、図４
に示すような過去のマッチング用学習パターンを作成して記憶している。
【００３１】
　図４は、乗り場混雑状況学習パターン作成・記憶部１１における過去のマッチング用学
習パターンを示す説明図である。
【００３２】
　過去のマッチング用学習パターンは、上方部に示す乗り場待ち人数パターンと、下方部
に示す行き先階需要データとを有している。乗り場待ち人数パターンは、横軸として示す
時間軸に沿ってロビー階における所定の時間単位、ここではデータ長３００秒単位で、縦
軸に示す乗り場の待ち人数の変化を棒グラフで表している。行き先階需要データは、横軸
として示す時間軸に沿ってロビー階における所定の時間単位、ここでは３００秒単位で、
行き先階毎に待ち人数を示している。例えば、乗り場待ち人数パターンの最初の棒グラフ
では、待ち人数は３人で、それぞれの行き先階はいずれも２階であることを示している。
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【００３３】
　このような過去のマッチング用学習パターン３４Ａ～３４Ｎは、利用者情報作成部９に
おいて収集された過去の利用者情報と、日々収集した運行情報とを用いて、乗り場混雑状
況学習パターン作成・記憶部１１で後述するマッチング用として複数作成されて記憶され
ている。
【００３４】
　図１に示した乗り場混雑状況予測部１０は、利用者情報作成部９からの利用者毎の行動
パターンテーブルに基づいて近い将来の乗り場混雑状況を予測するために乗り場混雑状況
予測パターンを作成する。
【００３５】
　図５は、乗り場混雑状況予測パターン３７を示す説明図である。
【００３６】
　横軸に時間を示し、縦軸に乗り場待ち人数を示しており、標準的な行動パターンテーブ
ル（図３）によれば利用者２４の平均乗り場到着時間は３０秒後であり、到着時の待ち客
数は１０人、最大待ち客数は４０人、乗車時の待ち客数は２０人であり、これらの数値す
なわち、行動パターンテーブルに格納される利用者２４の情報から予測される乗り場待ち
人数パターンは予測線３５で表される。
【００３７】
　図２で説明したように利用者２４に前後して出勤してくる利用者２５は、自動販売機コ
ーナー２１に立ち寄る行動パターンを有し、利用者２４の乗り場到着より多少遅れて乗り
場に到着する。従って、３００秒単位で乗り場混雑状況予測を行う場合、図５に示すよう
に、利用者２４の情報を含む乗り場混雑状況パターン３７には、利用者２５の情報も含ま
れる。標準的な行動パターンテーブル（図３）によれば、利用者２５の平均乗り場到着時
間は６０秒であり、到着時の待ち客数は４０人、最大待ち客数９０人、乗車時の待ち客数
は７０人であり、これらの数値、すなわち行動パターンテーブルに格納される利用者２５
の情報から予測される乗り場待ち人数パターンは予測線３６で表される。このように、図
５における乗り場混雑状況パターン３７は、所定の時間範囲内（３００ｓ）において複数
の利用者（２４，２５）の乗り場待ち人数パターンを含んでいる。
【００３８】
　図１に示した学習パターン選択部１２は、上述した乗り場混雑状況学習パターン作成・
記憶部１１で蓄積された過去のマッチング用学習パターン３４Ａ～３４Ｎと、上述した乗
り場混雑状況予測部１０で作成した近い将来の乗り場混雑状況予測パターン３７とを用い
て、蓄積された過去のマッチング用学習パターン３４Ａ～３４Ｎの中から、乗り場待ち人
数パターン（図４における棒グラフ）が、乗り場混雑状況予測部１０で作成された近い将
来の乗り場混雑状況予測パターン３７に最も近似している学習パターンを選択している。
なお、学習パターンの選択手段としては、例えば平均二乗誤差が最小のパターンを選択す
るような、公知の手段を用いることができる。
【００３９】
　なお、図４に示した過去の学習パターンにおけるマッチング用乗り場待ち人数パターン
３４Ａ～３４Ｎでは棒グラフを使用し、図５に示した近い将来の乗り場混雑状況パターン
３７では折れ線グラフを使用しているが、両者を区別して見易くしたものであり、両者の
比較は数値データに基づいて行われる。
【００４０】
　図６は、図１に示した群管理エレベータ装置における混雑状況予測処理を示すフローチ
ャートである。
【００４１】
　ビル館内検出装置３Ａ～３Ｎが利用者のビル入館を監視している時に、まず、個人検出
部７によって、ビル館内検出装置３Ａ～３Ｎがビル入館者を検出したか否かが判定される
（ステップＳ１）。ビル館内検出装置３Ａ～３Ｎがビル入館者（利用者２４，２５）を検
出した場合（ステップＳ１，ＹＥＳ）、乗り場混雑状況予測部１０は、利用者情報作成部
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９から、利用者情報作成部９が記憶する行動パターンテーブルを取り込んで、取り込んだ
行動パターンテーブルに格納される各利用者の情報を用いて、図５で説明したような、近
い将来の乗り場混雑状況予測パターン３７を作成する（ステップＳ２）。
【００４２】
　なお、ビル館内検出装置３Ａ～３Ｎがビル入館者を検出していない場合（ステップＳ１
，ＮＯ）、ビル館内検出装置３Ａ～３Ｎは利用者の入館の監視を続け、ステップＳ１の判
定が繰り返し実行される。
【００４３】
　次に、学習パターン選択部１２が、ステップＳ２で作成された乗り場混雑状況予測パタ
ーン３７と、乗り場混雑状況学習パターン作成・記憶部１１内に蓄積された過去のマッチ
ング用学習パターン３４Ａ～３４Ｎとを比較し、今回作成された乗り場混雑状況予測パタ
ーン３７に最も近似した過去のマッチング用学習パターンを選択する（ステップＳ３）。
【００４４】
　本ステップＳ３において、乗り場混雑状況予測部１０で作成された近い将来の乗り場混
雑状況予測パターン３７（図５）と、乗り場混雑状況学習パターン作成・記憶部１１に蓄
積された過去のマッチング用学習パターン３４Ａ～３４Ｎ（図４）とを、学習パターン選
択部１２によって比較し、乗り場混雑状況予測パターン３７に最も近似した過去のマッチ
ング用学習パターンが抽出され、さらに、抽出された過去のマッチング用学習パターンか
ら行き先階需要データ（図４の下方部）が抽出される。学習パターン選択部１２は、抽出
した行き先階需要データを群管理制御装置６の制御パラメータ選択部１４に送信する。
【００４５】
　制御パラメータ選択部１４は、受信した行き先階需要データに応じて、評価式などの号
機割り当て制御手段に用いられる制御パラメータを選択する。乗車号機選択部１５は、選
択された制御パラメータを用いて各号機を評価し、予測される行先階需要に応じて最適な
号機を割り当てる。すなわち、乗車号機選択部１５は、時系列に予測される、これから出
勤してくる近い将来の乗り場待ち客数と、行き先階毎の利用者人数を、号機割当て制御に
適用して号機の割り当てを行う（ステップＳ４）。
【００４６】
　その後、乗車号機通知部１３によって、乗り場に設置されるビル館内検出装置３Ｄ（図
２）からの信号を受信したかどうかが監視され、利用者が乗り場に到着したかどうかが判
定される（ステップＳ５）。利用者の到着が検出された場合（ステップＳ５，ＹＥＳ）、
そのタイミングで、ビル館内検出装置３Ｄの近傍に配置された報知装置４から、割り当て
られた号機に関する情報（号機番号など）を報知する。
【００４７】
　一方、ステップＳ５の判定で、利用者が乗り場のビル館内検出装置３Ｄで検出されず、
利用者が乗り場に到着したと判定されなかった場合（ステップＳ５，ＮＯ）、所定到着時
間を経過しているか、あるいは何らかの逸脱行動が発生しているかが判定される（ステッ
プＳ３０）。いずれであるとも判定されなかった場合（ステップＳ３０，ＮＯ）、ステッ
プＳ５の判定が再度実行される。
【００４８】
　所定到着時間を経過したと判定されるか、逸脱行動が発生していると判定された場合（
ステップＳ３０，ＹＥＳ）、ステップＳ２に戻ってステップＳ２以降の処理が繰り返し実
行される。この時、後述するように利用者の行動パターンテーブルが逐次作成および更新
されているので、最新の需要状況に応じて号機が割り当てられる。
【００４９】
　ステップＳ６が実行された後、運行情報決定部１６は、乗りかご内に設置されるビル館
内検出装置３Ｋ～３Ｍを用いて利用者が乗車号機の乗りかご内に乗車したかどうかを判定
する（ステップＳ７）。利用者の乗車が確認された場合（ステップＳ７，ＹＥＳ）、運行
情報決定部１６は、利用者に関する今回の運行情報（図３の２９～３３に相当）を利用者
情報作成部９に送信し記憶させて行動パターンテーブルを更新し、また乗り場混雑状況学
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習パターン作成・記憶部１１に送信し学習パターンを更新する。
【００５０】
　本実施例１では、個人の行動パターンは日々同様である点に着目し、利用者が通常の行
動パターンに沿って行動することを利用している。さらに、通常と異なる例外的な行動に
対して、ステップＳ３０が設定される。なお、ステップＳ３０において、図３に示した行
動パターンテーブルから抽出した平均乗り場到着時間に基づいて所定到着時間を設定し、
この所定到着時間を経過しても乗り場に設置されるビル館内検出装置からの検出信号が受
信されない場合（ステップＳ３０，ＹＥＳ）、処理を終了しても良い。また、逸脱行動が
発生した場合（ステップＳ３０，ＹＥＳ）、利用者が階段を利用したために乗りかご内に
設置されるビル館内検出装置で検出されなかった時は、処理を終了しても良い。
【００５１】
　上述した各処理は、ビル館内検出装置３Ａ～３Ｎで新たな利用者を検出する度に、図３
に示した行動パターンテーブルを更新して、繰り返し実行される。
【００５２】
　このように本実施例１の群管理エレベータ装置において、ビル館内検出装置が出勤して
きた利用者を検出した場合、乗り場混雑状況予測部１０が、利用者の行動パターンテーブ
ルと群管理制御装置６からの現在の運行予定情報を用いて、これから出勤してくる利用者
の近い将来の乗り場混雑状況予測パターン３７を作成する。さらに、学習パターン選択部
１２が、乗り場混雑状況予測部１０によって作成された乗り場混雑状況予測パターン３７
と乗り場混雑状況学習パターン作成・記憶部１１内に蓄積された過去のマッチング用学習
パターン３４Ａ～３４Ｎとを比較し、乗り場混雑状況予測パターン３７に最も近似したマ
ッチング用学習パターンを抽出して、抽出された学習パターンから行き先階需要データを
取得して群管理制御装置へ送信する。
【００５３】
　このような構成によれば、群管理制御装置６の乗車号機選択部１５は、受信した行き先
階需要データに基づいて、近い将来の乗り場待ち客数と各行き先階の需要を把握して、号
機割当て制御に反映させるので、号機の割り当て精度を高めることができる。従って、待
ち時間が短縮されたり、長待ちが抑制されたり、最大乗り場待ち客数が低減されたりする
。
【００５４】
　例えば、所定時間内に発生が予測される同一行先階の利用者を、同一かごに予め割り当
てることができるので、群管理エレベータ装置全体の乗りかごの停止回数が最小化され、
一周時間が短縮される。これにより、運行効率が向上する。
【００５５】
　なお、本実施例１において、図４に示したマッチング用学習パターン３４Ａ～３４Ｎと
、図５に示した近い将来の乗り場混雑状況予測パターン３７とは、データ長を３００秒と
しているので、変更が多発するような不確定要素を高めることなく、近い将来の予測を的
確に行うことができる。
【実施例２】
【００５６】
　図７は、本発明の実施例２である群管理エレベータ装置における混雑状況予測処理を示
すフローチャートである。本実施例２の要部構成は、実施例１（図１）と同様である。
【００５７】
　本実施例２では、実施例１に対して、図３に示した利用者毎の行動パターンテーブルに
、移動経路２６の途中経過、つまり乗り場に設置されるビル館内検出装置３Ｄに到着する
前に通過予想される他のビル館内検出装置の通過に要した時間に応じて、乗車号機に乗車
できるかどうかを表した乗車確定度係数を設定する、逸脱行動発生判定部が追加される。
【００５８】
　逸脱行動発生判定部は、各エレベータ利用者を検出する複数のビル館内検出装置の内の
異なる装置間における各エレベータ利用者の移動時間に基づいて、逸脱行動の発生を判定
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する。そして、乗り場混雑状況予測部１０は、逸脱行動発生判定部が、逸脱行動が発生し
ていると判定した場合、行動パターンテーブルに格納されるデータの内、逸脱行動をとる
エレベータ利用者のデータを用いずに将来の乗り場混雑状況パターンを予測する。
【００５９】
　なお、本実施例２において、逸脱行動発生判定部は、利用者情報作成部９の一機能とし
て実装されるが、乗り場混雑状況予測部１０の一機能として実装されても良い。
【００６０】
　ここで、乗車確定度係数とは、検出した行動パターンを、群管理制御における需要予測
に採用するかどうかを重み付けするものであり、逸脱行動の度合いで変化させる。例えば
、乗り場に設置されるビル館内検出装置３Ｄに到着するのに要した時間が、所定到着時間
から５秒ずれたときは乗車確定度係数を「０．５」とし、所定到着時間から１０秒ずれた
ときは乗車確定度係数を「０．０」とする。行動パターンテーブルに設定された乗車確定
度係数が０．０の場合、その行動パターンテーブルは、実質的に、需要予測には適用され
ないことになる。
【００６１】
　ビル館内検出装置３Ａ～３Ｎは、利用者のビル入館を監視している。ビル館内検出装置
３Ａ～３Ｃが利用者を検出した場合（ステップＳ９，ＹＥＳ）、利用者情報作成部９は、
利用者の行動パターンテーブルに記録されている移動経路２６のルートで、かつ所定時間
以内に次の各ビル館内検出装置に到着しているかを判定する（ステップＳ１０）。例えば
、利用者２４の場合、ビル館内検出装置３Ｂで検出された後、所定時間以内にビル館内検
出装置３Ｅに到着しているかを判定する。
【００６２】
　その結果、ほぼ予定通りに次の館内検出装置に到着している場合（ステップＳ１０，Ｙ
ＥＳ）、利用者情報作成部９は、検出したビル館内検出装置における通常の乗車確定度係
数（例えば、「１」）を設定する（ステップＳ１１）。一方、ステップＳ１０で、次のビ
ル館内検出装置に通常とおり到着していると判定されなかった場合（ステップＳ１０，Ｎ
Ｏ）、利用者情報作成部９は、逸脱行動時の乗車確定度係数（例えば「＜１」）を設定す
る（ステップＳ１２）。
【００６３】
　なお、ステップＳ９において、ビル館内検出装置３Ａ～３Ｃが利用者を検出していない
場合（ステップＳ９，ＮＯ）、ビル館内検出装置３Ａ～３Ｃは利用者のビル入館監視を続
け、ステップＳ９の判定が繰り返し実行される。
【００６４】
　ステップＳ１１あるいはＳ１２が実行された後、乗り場混雑状況予測部１０は、行動パ
ターンテーブルが示す現時点における各利用者の行動パターンと、ステップＳ１１あるい
はＳ１２において設定された乗車確定度係数を用いて、近い将来の乗り場混雑状況予測パ
ターン３７を作成する（ステップＳ１３）。ここで、行動パターン情報に乗車確定度係数
を加味しているため、図３に示した行動パターンテーブルに格納された利用情報から大き
く逸脱した利用者のデータは実質的に採用されないことになる。なお、閾値を設定して、
データの採用・不採用を判定しても良い。
【００６５】
　次に、ステップＳ１３で作成された近い将来の乗り場混雑状況予測パターン３７と乗り
場混雑状況学習パターン作成・記憶部１１内に蓄積された過去のマッチング用学習パター
ン３４Ａ～３４Ｎとが比較され、今回作成された乗り場混雑状況予測パターン３７に最も
近似した過去のマッチング用学習パターンが抽出される（ステップＳ１４）。
【００６６】
　本ステップＳ１４において、乗り場混雑状況予測部１０で作成された近い将来の乗り場
混雑状況パターン３７（図５）と、乗り場混雑状況学習パターン作成・記憶部１１に蓄積
されたマッチング用学習パターン３４Ａ～３４Ｎ（図４）とを、学習パターン選択部１２
によって比較し、乗り場混雑状況予測パターン３７に最も近似したマッチング用学習パタ
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ーンが抽出され、抽出された過去のマッチング用学習パターンから行き先階需要データ（
図４の下部）が抽出される。学習パターン選択部１２は、抽出した行先階需要データを群
管理制御装置６の制御パラメータ選択部１４に送信する。
【００６７】
　制御パラメータ選択部１４は、受信した行き先階需要データに応じて、評価式などの号
機割り当て制御手段に用いられる制御パラメータを選択する。乗車号機選択部１５は、選
択された制御パラメータを用いて各号機を評価し、予測される行先階需要に応じて最適な
号機を割り当てる。すなわち、乗車号機選択部１５は、時系列に予測される、これから出
勤してくる近い将来の乗り場待ち客数と、行き先階毎の利用者人数を、号機割当て制御に
適用して号機の割り当てを行う（ステップＳ１５）。
【００６８】
　従って、いち早く事前入手した行き先階需要データを利用して予測することによって、
待ち時間の短縮、長待ちの抑制、最大乗り場待ち客数の低減を図ることができる。
【００６９】
　しかも、乗車号機選択部１５で受信した行き先階需要データには乗車確定度係数を反映
させているため、利用者が通常と異なる特異な逸脱行動を取った場合、本混雑状況予測処
理を中止して他の手段で号機を割り当てた後に乗車案内することもできる。
【００７０】
　その後、乗り場に設置されるビル館内検出装置３Ｄ（図２）からの信号を受信したかど
うかが監視され、利用者が乗り場に到着したかどうかが判定される（ステップＳ１６）。
利用者が乗り場に到着したことが検出された場合（ステップＳ１６，ＹＥＳ）、そのタイ
ミングで乗車号機通知部１３は、ビル館内検出装置３Ｄの近傍に配置された報知装置４か
ら、割り当てられた号機に関する情報（号機番号など）を報知する（ステップＳ１７）。
【００７１】
　ステップ１７が実行された後、利用者情報作成部９は、乗りかご内に設置されるビル館
内検出装置３Ｋ～３Ｍを用いて、利用者が乗車号機に乗車したかどうかを判定する（ステ
ップＳ１８）。利用者の乗車が判定された場合（ステップＳ１８，ＹＥＳ）、利用者に関
する今回の運行情報を利用者情報作成部９および乗り場混雑状況学習パターン作成・記憶
部１１に送信し、行動パターンテーブルや学習パターンを更新する。
【００７２】
　このような実施例２の群管理エレベータ装置によれば、通常の行動パターンと異なる状
況を経路とビル館内検出装置間の移動時間とから検出し、逸脱行動があるかどうかを判定
する逸脱行動発生判定部を設けているため、逸脱行動発生時における需要予測データの信
頼性の低下を防止することができる。このため、逸脱行動が発生しても、需要状況を高い
精度で予測して、号機割当て制御に適用できるので、待ち時間の短縮、長持ちの抑制、最
大乗り場待ち客数の低減が可能となる。
【００７３】
　なお、本発明は前述した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、前述した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、各実施
例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置き換えをすることが可能である。
【符号の説明】
【００７４】
１Ａ～１Ｎ　エレベータ号機
２Ａ～２Ｎ　号機制御装置
３Ａ～３Ｎ　ビル館内検出装置
４　　報知装置
５　　利用状況予測装置
６　　群管理制御装置
７　　個人検出部
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８　　利用者情報管理部
９　　利用者情報作成部
１０　乗り場混雑状況予測部
１１　乗り場混雑状況学習パターン作成・記憶部
１２　学習パターン選択部
１３　乗車号機通知部
１４　制御パラメータ選択部
１５　乗車号機選択部
１６　運行情報決定部
３４Ａ～３４Ｎ　マッチング用学習パターン
３７　乗り場混雑状況パターン

【図１】 【図２】
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